
審議するほど違憲明確 

 

 中日新聞 9 月 18 日「言わねばならないこと」の憲法学者・長谷部恭男さんである。

憲法踏み外していないかという論点に、表題のように「政権反論できないまま」と語る。 

武力行使は限定されるというが、地球の反対側まで行って

中東のホルムズ海峡で武力行使できるというのは、どう考え

ても限定されていない。結局、政府がよく使う言い回しだが

「最後は政府が総合的に判断する」というだけだ。他国軍支

援についても、弾薬の提供や発進準備中の航空機への給油は、

明らかに憲法上禁じられてきた他国との武力行使の一体化に

当たる。政府も説明できていない。安保法制は審議が進むほ

ど、憲法に違反することが明確になっていった。 

政府・自民党は、安保法制を違憲とする多くの憲法学者の

意見に対し「字面にこだわっている」などと言ってきた。「あ

の人たちの言うことを聞かないでください」と言っているだ

け。反論できないということを態度で示している。安倍政権

は、内閣法制局長官の人事にまで手を突っ込み、集団的自衛権の行使はできないと何度

も何度も繰り返し確認されてきた政府の憲法解釈を、時の政権が変えられることにして

しまった。これは大変な問題だ。「立憲主義」の最低限の意味は、憲法によって政治権

力を縛ること。その意味を政府自体が変えられるというのは、立憲主義に対する正面か

らの挑戦としか言いようがない。9 条を正々堂々と変えるとい話なら、こんな大騒ぎに

なっていないが、9 条を変えてまで今回のような法律を導入する合理性も必要性もない

と思う。 

安倍晋三首相は、徴兵制は憲法 18 条が禁じた「意に反する苦役」に当たるからあり

得ないと言うが、だれも信用しない。あれだけ繰り返し確認されてきた 9 条の解釈を、

時の政権の判断で変えられる先例を開いてしまったから。徴兵制が 18 条に反すること

は、それほど繰り返し確認されていない。 

これからどう戦っていくか。最後は政権を変えるしかないと思う。今回の安保法制を

廃止する法案を提出して成立させるだけでは駄目で、集団的自衛権行使を容認した閣議

決定を「間違っていた」と、元に戻してもらわないといけない。国会前などの抗議行動

に出かけているが、何の組織・団体に動員されたわけでもなく、何万人もの人たちが自

発的に集まっている。まだまだあきらめたものではないと思う。集会だけではなくて、

次は選挙にも行って、おかしな政権を倒さないといけない。   (2015 年 9 月 24 日) 


